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１．はじめに 

地域のモビリティの確保は、一人一人のアクティビテ

ィ（活動量）の質と量を向上・拡大し、交流と連携を活

性化することにより、自立的な地域の形成にもつながる

ことから、地域が抱える諸課題の解決策として、基本的

かつ重要な要素となる。 

地域モビリティの確保に向けた総合的な調査や計画の

策定に当たっては、環境や福祉、まちづくり等各地域の

政策目標や地域の実情、制約条件を踏まえた複数の交通

サービス案(代替案)をゼロベースから検討し、現状から

変えない案を含めて比較・検討し、選択することが重要

である。しかし、そのために必要な知識や情報が極めて

少ない状態から取組を始めなければならなかった地方自

治体からは、調査・分析、計画、合意形成、評価等の手

法についての情報に対するニーズが高い状況にある。 
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これらを踏まえ、国土交通省では、地域におけるモビ

リティ確保に向けた取組への支援の一環として、その具

体的な進め方や道筋に関する情報を、先進的な取組を行

っている地方自治体や交通事業者、ＮＰＯにアンケート

等を行い、その結果を分析、計画立案に役立つポイント

を抽出し、「知恵袋」としてとりまとめた。以下その概

要を述べる。 
 
２．地域のモビリティを確保する上での意義と課題 

人口減少が進み、地方では各地で鉄道やバス路線の廃

止の動きが見られる。また市町村合併により、広大な市

域を公共交通機関がカバーしきれず、地域社会の形成に

大きな課題を抱えているところもある。車中心の社会に

あって、車を運転できない高齢者等移動制約者の移動手

段が確保できなければ、住民の日常の様々な活動に支障

が生じ、地域にとっては死活問題である。 

こういった問題は地方に限らない。都会においても、

高齢化の進んだ団地では通勤通学の利用者が減少してバ

スの本数が減リ、公共交通機関の網からもれた病院や介

護施設、老人クラブなどへのアクセスに不便を強いられ

るといった状況が生じている。 

我が国では、地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律（平成19年 10月施行）によって、市町村が協議会

を設立し、関係主体の参加・協力の下、地域公共交通の

あり方について総合的に検討し、合意形成を図り、その

結果を各主体が尊重して施策を推進する手法が導入され

るなど、地域モビリティの確保に向けた取組は市町村が

中心となって進めるべきとの考えが定着しつつある。 

しかし、国土交通省が地方自治体に対して実施したア

ンケート調査結果によると、先進事例などの情報提供や

気軽に相談できる窓口へのニーズが高く、取組の中心的

役割が期待されている地方自治体は、前述の具体的な計

画立案のための情報やノウハウが不足していたり、担当

者が気軽に相談できる環境がない現状となっている。 

ところで、人口減少、モータリゼーションの進展→利

用者の減少→交通サービス提供の水準低下、の悪循環を



食い止めるには、地域の実情や利用者のニーズを的確に

反映したサービス提供に努めるとともに、単純に需要と

供給のバランス（効率性）だけではない観点が求められ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 公共サービスの担い手の多様化 
 
すなわち、 

・今後進展する人口減少社会にあって、人々の安全・安

心な生活が確保され、地域が活力を維持・向上させ

ていくためには、一人一人のアクティビティ（活動 

の質と量）の向上・拡大が不可欠であり、 

・この「アクティビティの向上・拡大」のためには、人

と人、地域間相互の広域的な連携の拡大を図るとと

もに、魅力的な地域づくりを目指して内外交流の活

性化を進めることが重要であり、 

・それを実現するために、行動の可能性（移動のし易さ

＝モビリティ）を持続的に確保する必要がある。 

という観点である。 

人口が減り高齢化が進んでも、より多くの人が容易に

移動でき、街を出歩いたり社会参加することで人の活動

がより活発になれば、地域の活力を維持することができ

るだろうし、病院などへのアクセスが容易になれば、よ

り安心な社会が実現できるだろう。 

このように「モビリティの確保」は、住民一人一人の

社会参加の機会を増やし、安心で活き活きとした社会の

形成のために必要かつ有効な施策の一つである。したが

って、自らの地域の将来の姿を想定しながら、その実現

に向けた地域づくりの施策と一体となって総合的に考え、

実行していく必要がある。 

交通に関する計画にとっても、ニーズを的確に把握し、

それを踏まえて作成することが、成功する上での必須条

件となる。計画の策定にあたっては、さまざまな選択肢

があるが、自らの地域の現状を的確に把握し分析するこ

とで需要、担い手やリスクの分担などさまざまな要素を

明確にし、どのような手段でどの程度のサービスを提供

し、提供主体を誰にするかを検討することが重要である。 

特に地方自治体では、首長や議会と認識を共有し、首

長のリーダーシップの下で組織の力を結集して、総合的

に取り組むことが重要である。 

 交通サービスを担う主体は多様化している。交通事業

者は、運営や運行の専門技術と情報を積極的に提供し、

市民やNPOは、計画段階から参画して利用者の立場で使

いやすいシステムとなるよう提案するなど、地域の関係

者がそれぞれの立場で保有する資源を提供し合い、協働

して初めて、地域の実情に合ったサービスが提供され、

地域のモビリティが持続的に確保される。その意味でも、

地域の将来のあるべき姿を提示し、住民や関係者の先導

役・調整役としての自治体の主体的役割が期待される。 
 

３．地域モビリティ確保に向けた取組の留意点 

 地域モビリティ確保に向けた取組を進める際のプロセ

スや項目について図２の通り整理し、その留意点につい

て、以下の通りまとめた。 

（１）動機・背景 

 取組に着手する動機・背景は、それぞれの地域の事情

により様々であるが、地域の交通のあり方を考える際に

重要なことは、単に公共交通の利用者を増やすことや、 

既存の交通サービスの維持だけを考えるのではなく、交 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 地域モビリティ確保に向けた取組のプロセス 
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（1）動機・背景
（例）○超高齢化に備え公共交通を維持しなくてはいけない 

○交通事業者への補助金額が自治体の負担限度を超えそう 
○合併により従前の公共交通網を再編しなければならない など 

（4）地域交通の現状の把握・分析による課題の整理・具体化 
 

（5）基本方針・達成目標の設定 
（例）○エリアごとの交通サービス提供の考え方 

○幹線的な交通サービスの整備方針 

○生活交通サービスの整備方針 など 

（6）施策・事業の検討、選択 

1）代替案（選択肢）の検討・作成 

2）代替案（選択肢）の選択 

（7）計画の策定 

（8）計画の実施、モニタリング・フィードバック 
（評価、見直し・改善策の検討） 

☆評価の結果、「交通サービスでは対応出来ない」とされた場合
には、代替サービス(配達サービス、訪問介護、遠隔医療 等)
を選択肢に入れて再検討することも必要。 

上位計画（総合計画等）～地域づくり・まちづくりの方針～
（例）○コンパクトなまちづくり  ○地域活性化（中心市街地、観光、中山間地域等） ○環境負荷の小さいまちづくり 

○合併市の地域の一体性強化 など 

☆

（2）体制・組織の設置・運営 
 

（3）予算 

1）マネジメント 2）運営主体 

3）運行計画 

5）調整 6）他施策・他事業との連携 

7）実証（社会）実験 

 例えば… 

○コミュニティバスか路線バスか 
○コミュニティバスか乗合タクシーか 
○定時固定運行かデマンド運行か 

交通事業者が撤退を表明
した場合など、「施策・事

業の検討、選択」から始
まる場合もある※ 

（9）人材、計画技術の維持・向
上 

4）利用促進策の作成 

首長の公約や既定の計画
で定められていた場合な

ど、「計画の策定」から始
めることを求められる場
合もある※ 

※このような場合であっても、「施
策・事業の検討、選択」より上の
段階を実施してから計画を策定

することが求められる。 

 上位計画(望ましい地域の将来)
の実現のためには、地域のモビリ
ティの状況(交通を巡る問題)を
改善することが必要ではないか。

＜地域のモビリティ確保に向けた取組のプロセス＞ 



通体系全体や人口減少・高齢化への対応、環境、地域・ 

都市構造等、地域が抱える課題も含めた戦略的かつ総合 

的な観点に立つことが重要である。また、特定の交通施

策ありきで考えることは、かえって非効率な取組となる

ケースがあることに留意することや、財源等の制約条件

により交通施策で対応することが難しい場合には、交通

以外の施策を代替案として検討することが必要である。 

（２）体制・組織の設置・運営 

 地域住民のニーズを踏まえつつ、持続可能な地域の交

通体系の構築を実現するためには、地方自治体、交通事

業者、地域の企業、住民・ＮＰＯ等関係者の知恵を結集

して、取組を検討、実施することが重要である。中でも

地域の実情を熟知している市区町村は、地域の生活、活

力を支える基盤としての地域の交通体系を維持、再生す

る上でその役割は大きく、多様な関係者とともに検討を

すすめる上でも、特に初期の段階では、コーディネータ

ーとして議論をけん引する役割が求められる。 

（３）予算 

 取組を行う際に、その実施のために必要な経費を確保

することが重要であるが、アンケート調査等を職員自ら

が委託せずに実施している事例もあり、予算がなくても

行うことができる取組はある。予算の確保が厳しい場合

には、できる限り委託せずに実施する工夫をし、どうし

てもできないものに厳選して予算を確保して委託すると

いう考え方で進めるという発想も必要である。 

 また逆に、必要な経費を確保せず、施策を講じないこ

とにより後に損失が生じるリスクが高くなる恐れがある

ことを認識しておくことも重要である。 

（４）地域交通の現状と把握・分析による課題の整理・

具体化 

 解決すべき課題を明確化するためには、地域交通を取

り巻く現状を把握することが必要となる。既存データの

整理を行いながら論点を明確にし、現状を改善するため

に取るべき道筋についての仮説を立て、その立証のため

に新たに調査で補完すべき情報を明確にする。調査した

データを分析し、地域交通を取り巻く現状と論点、自ら

の地域全体の課題の解決手段としての交通施策という視

点も考慮しながら、仮説の検証等を行うなどにより、課

題の整理を行う。 

（５）基本方針・達成目標の設定 

取組のターゲット・目的を明確にした基本方針を設定

するとともに、当該方針に基づいて達成すべき目標を設

定する。 

目標は、定量的に示されることが望ましいが、すべて

の事項が定量化できるとは限らないため、そのような場

合は定性的目標を設定することもあり得る。設定にあた

っては、目標としての分かり易さやモニタリング（観

測）のし易さを考慮する必要がある。また、設定する際

には、関係者で合意し、共通の目標とすることが求めら

れ、そのための関係者間の協議、合意形成が必要である。 

（６）施策・事業の検討、選択 

地域の実情に即した計画とするためには、「現状から

変更しない」案も含めた複数の代替案を作成し、それら

の実現可能性、効果、影響、持続可能性などを評価した

上で、選択を行う。選択にあたっては、交通担当部署が

単独で決めるのではなく、関係者の合意形成を図ること

が重要である。 
（７）計画の策定 

（５）の基本方針に基づく改善目標を達成するための

施策・事業を実施するためには、それをどのような手段

で提供するのか、計画を策定することが必要となる。 

単に先進事例を模倣するだけでは失敗する可能性が高

いことから、関係者との合意形成を図りながら、地域の

実情やニーズに即した計画を策定することが重要である。

運営主体は、自治体、交通事業者、住民・NPO といった

利害関係を有する主体の間で適切な役割分担となるよう

検討し、持続可能な体制とすることが重要である。 

運行計画は、住民ニーズなどの調査・分析結果を踏まえ

た利便性の向上と持続可能性の２つの観点を考慮した適

切な計画となるよう検討するとともに、交通施策の範囲

だけにとどまらず、他施策との連携を検討することが求

められる。 

また、作成した計画は、実証（社会）実験によ

る運行などにより、円滑に実施できるか、計画し

た内容が適切であるかどうか（期待した効果が発

現するか）の検証が重要である。 

検証結果は、計画内容の改善に反映させ、検討段

階で想定したニーズ等がなかった場合などは無理

に本格実施をしないという選択肢も含めて検討す

る姿勢も重要である。 

（８）計画の実施、モニタリング・フィードバック 

本格実施にあたっては、関係者で合意した計画に基づ

き、それぞれの主体が自らの役割・責任を着実に果たし、

協力して円滑に実行することが重要である。 

また、取組を開始した後においても、引き続きモ

ニタリング（観測）を行い、評価、見直し・改善

策の検討を継続することが重要である。（ＰＤＣＡ

サイクルの実行） 

評価の結果、「交通サービスでの対応が困難」と考え

られる場合には、交通施策以外の代替施策（日用品等の

配達サービス、訪問看護サービス、遠隔医療 など）を

選択肢に入れて再検討するところまで遡ることも必要で

ある。 

（９）人材、計画技術の維持・向上 

地域のモビリティを確保する施策を効率的・効

果的に実施し、かつ長く持続していくためには、



特定の個人の責任や能力に背負わせるのではなく、

組織として地域交通に関する情報や知恵を蓄積し、

継承できる仕組みづくりや人材の育成が必要であ

る。外部の専門家の支援を仰ぐ場合でも、自らの

組織に一定の知恵と情報が蓄積・継承されること

に留意することが重要である。 
 
４．取組を成功に導くための留意点 ～悩み、「壁」を

乗り越えるヒント（Ｑ＆Ａ） 
 ３．のプロセスで取組を進めようとする際、担当者は

様々な場面で判断に迷い、その場面（壁）を乗り越えら

れない場合には、取組の方向性を見失い、場合によって

は取組を止めてしまう恐れがある。この「壁」を乗り越

えるためには、これまで乗り越えた実績を持つ地域の実

践例及び、実践例から体系化されたノウハウや計画技術

から、その「知恵」を参照することが有効と考えられる。 

但し、この「知恵」は、あくまでもその地域の担当者の

創意工夫によって実行されたものであり、そのまま模倣

すれば成功するというものではないことに注意すること

が必要である。すなわち、この「知恵」を活用しながら、

自らの地域の状況を踏まえた創意工夫、試行錯誤を重ね

ながら取組を進める必要がある。 
ここでは、地域のモビリティ確保に向けた取組のプロ

セスの項目ごとにこの「知恵」を整理し、図３のよう 
に、Ｑ＆Ａの形式で提示した。また、事例を収集する中 
で特に参考とすべき内容については、図４のように、 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ Ｑ＆Ａの例（一般抜粋） 

《知恵袋》（コラム）として紹介した。  
５．地域のモビリティ確保の知恵袋の作成 

本研究の成果を広く情報提供するため、「地域のモビ

リティ確保の知恵袋～モビリティは地域の元気の源～」

を作成した。各地域における取組の参考となれば幸いで

ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 知恵袋（コラム）の掲載例  
６．おわりに 

 今後は、本研究で整理した内容、ノウハウを実践して

いくために、幅広く関係者との情報交換・共有を図って

いくとともに、引き続き国内外の優良事例等を調査、分

析し、利用者ニーズに基づいた政策支援のツールを作成

していく予定である。 

本研究にあたっては、有識者等による勉強会（座長：

田村亨 室蘭工業大学教授）において助言を頂きつつ広

範な知見、情報の収集を行ったほか、事例等の収集およ

び掲載については関係自治体等に多大な協力を頂いた。 

この場を借りて感謝の意を表します。 
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知恵袋  バスに固執せず、複数の交通モードを組み合わせて全体を最適化 

 

・すべてをコミュニティバスで対応するのではなく、最寄りのコミュニティバスのバス停まで、シ

ャトル便（無料）を運行している地区もある。（大分県宇佐市） 

・廃止代替バス、市営バス、巡回バス、契約バスという 4 つのバスがあったが、朝夕は通勤・通学

の足として「定時定路線バス」を運行し、昼間は高齢者の通院や買物などの足として「デマンド

交通」を運行するシステムに再編した。（長野県東御市） 

・中心市街地と合併前の旧町村の中心部を多頻度で運行する幹線バスと、地域内の移動及び幹線バ

スへの乗継を想定して運行する支線バスを導入し、支線バスの一部はデマンドで運行している。

また、支線バスは、山間部等の道路幅員が非常に狭い地域に対応するため、小さい車両を活用し

て集落をきめ細かく運行するなどの工夫もしている（長野県木曽町） 

・行政区域すべてをコミュニティバスで網羅しようとはせず、バスの利用圏域外（バス停を中心と

した 500ｍ圏域外）に対しては、バスと連携する乗合タクシーを運行している。（愛知県三好町）

・地域交通を維持する方法としては、必ずしも大型バスにこだわらず、ジャンボタクシーなど別の

交通モードを導入することも考えられる。バスは、広い道路しか通行できず、スピードも遅いの

で運行回数を上げようとすると無理が出る。ジャンボタクシーであれば、そのような課題がクリ

アできる。（㈱中国バス (広島県)） 

 
 

 

知恵袋   降りてから歩かせるのではなく、施設の玄関口まで乗り入れる 

 

・イトーヨーカドーにおいては、店舗の目の前にバス停を設置しており、アクセスしやすくし

ている。（青森市） 

・利用者の利便性を考慮し、弊社からお願いしてショッピングセンターの玄関口までバスが走

行するようにした。（秋北バス㈱(秋田県)） 

・ショッピングセンターにバスロータリーを設置することについては、周辺道路の交通渋滞の

発生が予想されることから、ショッピングセンターにバスが必要であると考え、交通対策課

から開発事業者と市の開発担当に申し入れを行った。（埼玉県三郷市） 

・バスはモールの正面玄関に直接乗り入れる構造となっている。これは、買い物袋を抱えて、

離れたバス停まで歩くのは高齢者等には大変だからである。（愛知県三好町） 

 

 

 

    知恵袋   地域の活性化という大きなテーマでの議論が、利害の違いを乗り越える 

 

・平成 17 年 11 月に京都府を事務局とした「分かりやすく、使いやすい公共交通ネットワーク

実現会議（丹後地域）」（以下「実現会議」）が設置された。 

・メンバーは、関係自治体、交通事業者、利用者代表、経済団体、商工観光団体、旅行会社、有

識者などから構成されている。 

・住民にとってより良い「生活交通」と観光を一層振興する「交通」の２つの視点から議論をは

じめたほか、実現会議のメンバーで現地調査を行うなど、問題意識の共有化に留意している。

・この結果、それぞれの主体が横の連携を強化していこうという機運が高まり、いわゆる提案型

ではない「改善実行計画」を関係者の協働により作成し、できるところから実行に移している。

・地域の活性化のために何が必要か、地域住民がどうすれば喜んでくれるかという思いは、いず

れの主体も同じなので、多少の違いはあったとしても大きなところで譲り合えることができた。

（京都府・京丹後市・北近畿タンゴ鉄道㈱(京都府)） 

 

Ｑ＆Ａの例（一部抜粋） 

１．動機・背景 

Ｑ１－１：交通施策で対応するかどうかの判断は、何を基準に行えばいいのか。 

２．体制・組織の設置・運営 

（１）検討体制・組織のメンバー 

Ｑ２－１：取組を進めるためには、どのような体制が良いのか。 

（２）体制・組織の運営 

Ｑ２－５：検討の体制・組織の運営上、注意すべきことは何か。 

（３）合意形成・調整 

Ｑ２－８：合意形成や調整を行う必要がある対象（主体）は何か。 

３．予算 

Ｑ３－１：取組を進めようにも、予算がない。 

４．地域交通の現状の把握・分析による課題の整理・具体化 

（１）調査の手法 

Ｑ４－４：利用者のニーズを把握するためには、どのような調査を実施すればいいのか。

（２）調査経費 

Ｑ４－９：調査には経費が必要で、予算がないのでできない。 

５．基本方針・達成目標の設定 

（１）基本方針  

Ｑ５－２：基本方針を決めるために留意すべきことは何か。 
６．施策・事業の検討、選択 

（１）代替案(選択肢)の選択 

Ｑ６－４：選択するための比較・評価に当たって、どのような観点が必要か。 

７．計画の策定 

（１）マネジメント 

Ｑ７－１：計画を策定するに当たって求められる能力、留意すべきことは何か。 

（２）調整 

Ｑ７－２６：調整にあたって、留意すべきことは何か。 

（３）他施策、他事業との連携 

Ｑ７－２８：他施策、他事業との連携を進めるに当たって、どのような検討、調整が必

要か。 

 


